
目
　
　
　
次�

規

則

○
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

（
み
ど
り
自
然
課
）

二

告

示

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

（
土
地
水
政
策
課
）

四

○
印
刷
浄
書
業
務
の
落
札
者
等
の
公
示

（
文

書

課
）

五

○
県
庁
舎
等
の
清
掃
・
警
備
等
業
務
委

託
に
関
す
る
落
札
者
等
の
公
示

（
管

財

課
）

五

○
廃
棄
物
収
集
運
搬
処
分
業
務
に
関
す

る
落
札
者
等
の
公
示（

〃

）

七

○
さ
い
た
ま
彩
の
国
だ
よ
り
の
新
聞
折

り
込
み
及
び
配
布
業
務
の
落
札
者
等

の
公
示

（
広
聴
広
報
課
）

七

○
個
人
情
報
の
開
示
等
の
実
施
状
況
の

公
表

（
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
）

七

○
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
個
人
情

報
取
扱
事
務
の
登
録

（
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
）

八

○
電
子
計
算
機
の
賃
借
に
係
る
随
意
契

約
の
相
手
方
に
関
す
る
告
示

（
情
報
政
策
課
）

一
〇

○
平
成
十
六
年
度
狩
猟
免
許
試
験
等
の

実
施
に
係
る
告
示（

み
ど
り
自
然
課
）

一
〇

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
及
び

施
術
者
の
指
定

（
社
会
福
祉
課
）

一
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の

変
更
の
届
出

（

〃

）

一
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関

の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

一
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指

定

（

〃

）

一
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関

の
変
更
の
届
出

（

〃

）

一
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関

の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

一
七

○
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
の
清
掃
業
務
に
関
す
る
落

札
者
決
定
の
公
告

（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
）

一
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
（
既
存
店
）
の
変

更
に
関
す
る
公
示
（
地
域
産
業
課
）

一
九

○

〃

（

〃

）

一
九

○

〃

（

〃

）

二
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る

公
示

（

〃

）

二
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
対
す
る
市
町
村

等
意
見
の
公
示

（

〃

）

二
一

○
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
使

用
料
徴
収
事
務
委
託

（
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
）

二
二

○
さ
い
た
ま
新
産
業
拠
点
（
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｐ

シ
テ
ィ
）
Ａ
１
街
区
維
持
管
理
業
務

の
随
意
契
約
に
関
す
る
公
示

（

〃

）

二
二

○
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
使
用
料

徴
収
事
務
委
託

（
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
）

二
二

○
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
映
像
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
・
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務

の
随
意
契
約
に
関
す
る
公
示

（

〃

）

二
二

○
さ
い
た
ま
新
産
業
拠
点
（
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｐ

シ
テ
ィ
）
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ

ザ
の
運
営
に
関
す
る
業
務
の
随
意
契

約
に
関
す
る
公
示

（

〃

）

二
三

○
さ
い
た
ま
新
産
業
拠
点
（
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｐ

シ
テ
ィ
）
Ａ
２
街
区
共
用
部
維
持
管

理
業
務
の
随
意
契
約
に
関
す
る
公
示

（

〃

）

二
三

○
さ
い
た
ま
新
産
業
拠
点
（
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｐ

シ
テ
ィ
）
Ａ
２
街
区
専
有
部
維
持
管

理
業
務
の
随
意
契
約
に
関
す
る
公
示

（
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
）

二
三

○
平
成
十
六
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試

験
の
実
施

（
職
業
能
力
開
発
課
）

二
三

○
滑
川
町
営
土
地
改
良
事
業
中
田
沼
地

区
（
団
体
営
た
め
池
等
整
備
事
業
）

の
工
事
完
了

（
東
松
山
農
林
）

二
四

○
神
扇
土
地
改
良
区
の
役
員
就
退
任
届

（
春
日
部
農
林
）

二
五

○
柴
山
土
地
改
良
区
の
役
員
退
任
届

（

〃

）

二
五

○
柴
山
土
地
改
良
区
の
清
算
人
就
任
届

（

〃

）

二
六

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除

（
森
づ
く
り
課
）

二
六

○
三
田
ヶ
谷
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更

認
可

（
農
村
整
備
課
）

二
六

○
神
川
南
部
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良

事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
否
決

定
及
び
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
（

維
持
管
理
事
業
）
計
画
書
の
写
し
の

縦
覧

（

〃

）

二
六

○
奈
良
堰
用
水
路
土
地
改
良
区
の
土
地

改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画

の
変
更
の
認
可

（

〃

）

二
六

○
玉
井
堰
用
水
路
土
地
改
良
区
の
土
地

改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画

及
び
定
款
の
変
更
認
可

（

〃

）

二
七

○
県
道
川
口
上
尾
線
の
区
域
の
変
更

（
道
路
環
境
課
）

二
七

埼玉県発行
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則�

規�

銃
砲

許
可

銃
砲

許
可

銃
砲

許
可

銃
砲

許
可

（
３
）ライフ

ル
銃

（
４
）散
弾
銃

（
５
）空
気
銃

（
６
）ガ
ス
銃

第
一
種

銃
猟
免
許

第
二
種

銃
猟
免
許

年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

号号号号

所
持

番
号

所
持

番
号

所
持

番
号

所
得

番
号

（
３
）ライフ

ル
銃

（
４
）散
弾
銃

（
５
）空
気
銃

（
６
）ガ
ス
銃

（
７
）空
気
銃

（
８
）ガ
ス
銃

第
一
種

銃
猟
免
許

第
二
種

銃
猟
免
許

○
県
道
中
瀬
普
済
寺
線
の
供
用
の
開
始

（
道
路
環
境
課
）

二
七

○
県
道
東
京
所
沢
線
の
区
域
の
変
更

（

〃

）

二
八

○
県
道
東
京
所
沢
線
の
供
用
の
開
始

（

〃

）

二
八

○
県
道
高
速
足
立
三
郷
線
の
区
域
の
変

更

（

〃

）

二
八

○
県
道
高
速
足
立
三
郷
線
の
供
用
の
開

始

（

〃

）

二
九

○
三
芳
町
北
松
原
土
地
区
画
整
理
組
合

の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

（
市
街
地
整
備
課
）

二
九

○
東
京
都
市
計
画
公
園
の
変
更
の
縦
覧

（
公

園

課
）

二
九

○
越
谷
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更

（
下
水
道
課
）

三
〇

○
春
日
部
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更

（

〃

）

三
〇

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

三
〇

○

〃

（

〃

）

三
〇

○
財
務
会
計
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の

中
央
機
及
び
汎
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
随

意
契
約
の
相
手
方
等
に
関
す
る
公
示

（
会
計
管
理
課
）

三
〇

○
埼
玉
県
立
学
校
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
保
守
業
務
委
託
に
関
す
る
落

札
者
等
の
公
示（

教
育
局
・
総
務
課
）

三
〇

○
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
環
境
衛
生
管
理

業
務
委
託
に
お
け
る
指
名
競
争
入
札

の
落
札
公
示

（
施

設

課
）

三
〇

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置

の
指
定
の
変
更

（
北
本
県
土
）

三
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
飯
能
県
土
）

三
一

○

〃

（

〃

）

三
一

○

〃

（
熊
谷
県
土
）

三
二

○

〃

（

〃

）

三
二

○

〃

（

〃

）

三
二

○

〃

（

〃

）

三
二

○

〃

（
杉
戸
県
土
）

三
二

○

〃

（

〃

）

三
二

○
埼
玉
県
立
病
院
料
金
の
収
納
事
務
委

託

（
経
営
管
理
課
）

三
三

○
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示

（
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
）

三
三

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
四
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
九

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
ト
中
「
国
立
学
校
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
三
章
の
三

に
定
め
る
機
関
」
を
「
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
（
表
面
）
及
び
様
式
第
七
号
（
表
面
）
中

を
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年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

号号号号号号

銃
砲
所
持

許
可
番
号

銃
砲
所
持

許
可
番
号

銃
砲
所
持

許
可
番
号

銃
砲
所
持

許
可
番
号

銃
砲
所
持

許
可
番
号

銃
砲
所
持

許
可
番
号

知
事

知
事

知
事

都
道
府
県

知
事
名

都
道
府
県

知
事
名

都
道
府
県

知
事
名

（
１
）
網

（
２
）わ

な

（
３
）ライフ

ル
銃

（
４
）散
弾
銃

（
５
）空
気
銃

（
６
）ガ
ス
銃

網
・
わ
な
猟
免
許

第
一
種
銃
猟
免
許

第
二
種
銃
猟
免
許

狩
猟
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

狩
猟
免
許
の
種
類
・
使
用
す
る
猟

（
１
）

網
（
２
）
わ

（
３
）
ライフ

ル
（
４
）
散
弾

（
５
）
空
気

（
６
）
ガ
ス

（
７
）
空
気

（
８
）
ガ
ス

網
・
わ
な
猟
免
許

に
係
る
登
録

第
一
種
銃
猟
免
許

に
係
る
登
録

第
二
種
銃
猟
免
許

に
係
る
登
録

年
月
日

年
月
日

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

狩
猟
免
状
の
番
号

狩
猟
免
状
の
番
号

狩
猟
免
状
の
番
号

所
持
す
る
狩
猟
免
許
の
内
容

年
月

日

年
月

日

所
持
す
る
免
許
の
種
類

□
第
一
種
銃
猟
免
許

□
第
二
種
銃
猟
免
許

年
月

日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

狩
猟
免
状
の
番
号

狩
猟
免
状
の
番
号

狩
猟
免
状
の
番
号

知
事

知
事

知
事

都
道
府
県

知
事
名

都
道
府
県

知
事
名

都
道
府
県

知
事
名

る具な銃銃銃銃銃銃

交
付
年
月
日

交
付
年
月
日

号号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

ライフ
ル
銃

散
弾
銃

第
一
種

銃
猟
免
許

年
月

日

年
月

日

交交交交

号号号号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

ライフ
ル
銃

散
弾
銃

空
気
銃

ガ
ス
銃

第
一
種

銃
猟
免
許

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

付
年
月
日

付
年
月
日

付
年
月
日

付
年
月
日

に
改
め
る
。

様
式
第
八
号
（
表
面
）
中

を

に
改
め
、
同
様

式
（
裏
面
）
中

を

に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
の
記
載
上
の
注
意
事
項
１
に
後
段

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

な
お

�第
一
種
銃
猟
免
許
を
受
け
た
者
が
ラ
イ
フ
ル
銃
及
び
散
弾
銃
を
使
用
せ
ず
に
空
気

銃
又
は
ガ
ス
銃
を
使
用
す
る
場
合
は

�第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
を
申
請
す
る
こ
と

�

様
式
第
八
号
（
裏
面
）
の
記
載
上
の
注
意
事
項
３
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た

�第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
の
場
合
に
限
り

�所
持
す
る
免
許
の
種
類
の
□
に

レ
印
を
付
す
こ
と

�
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示�

告�

知
事

知
事

知
事

都
道
府
県

知
事
名

都
道
府
県

知
事
名

都
道
府
県

知
事
名

（
１
）

網
（
２
）
わ

な

（
３
）
ラ
イフ
ル
銃

（
４
）
散
弾
銃

（
５
）
空
気
銃

（
６
）
ガ
ス
銃

網
・
わ
な
猟
免
許

第
一
種
銃
猟
免
許

第
二
種
銃
猟
免
許

年
月
日

年
月
日

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

狩
猟
免
状
の
番
号

狩
猟
免
状
の
番
号

狩
猟
免
状
の
番
号

狩
猟
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

狩
猟
免
許
の
種
類
・
使
用
す
る
猟

（
１
）

網
（
２
）
わ

（
３
）
ライフ

ル
（
４
）
散
弾

（
５
）
空
気

（
６
）
ガ
ス

（
７
）
空
気

（
８
）
ガ
ス

網
・
わ
な
猟
免
許

に
係
る
登
録

第
一
種
銃
猟
免
許

に
係
る
登
録

第
二
種
銃
猟
免
許

に
係
る
登
録

所
持
す
る
狩
猟
免
許
の
内
容

年
月

日

年
月

日

所
持
す
る
免
許
の
種
類

□
第
一
種
銃
猟
免
許

□
第
二
種
銃
猟
免
許

年
月

日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

交
付

年
月
日

狩
猟
免
状
の
番
号

狩
猟
免
状
の
番
号

狩
猟
免
状
の
番
号

知
事

知
事

知
事

都
道
府
県

知
事
名

都
道
府
県

知
事
名

都
道
府
県

知
事
名

る具な銃銃銃銃銃銃

交
付
年
月
日

交
付
年
月
日

号号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

ライフ
ル
銃

散
弾
銃

第
一
種

銃
猟
免
許

年
月

日

年
月

日

交交交交

号号号号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
証
の
番
号

ライフ
ル
銃

散
弾
銃

空
気
銃

ガ
ス
銃

第
一
種

銃
猟
免
許

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

付
年
月
日

付
年
月
日

付
年
月
日

付
年
月
日

様
式
第
九
号
（
表
面
）
中

を

に
改
め
、
同
様

式
（
裏
面
）
中

を

に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
の
記
載
上
の
注
意
事
項
１
に
後
段

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

な
お

�第
一
種
銃
猟
免
許
を
受
け
た
者
が
ラ
イ
フ
ル
銃
及
び
散
弾
銃
を
使
用
せ
ず
に
空
気

銃
又
は
ガ
ス
銃
を
使
用
す
る
場
合
は

�第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
を
申
請
す
る
こ
と

�

様
式
第
九
号
（
裏
面
）
の
記
載
上
の
注
意
事
項
３
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た

�第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
の
場
合
に
限
り

�所
持
す
る
免
許
の
種
類
の
□
に

レ
印
を
付
す
こ
と

�

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
八
号

狭
山
市
及
び
熊
谷
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－４－
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
九
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ

た
時
期

成

果

の

名

称

調
査
を
行
っ
た
地
区

認
証
年
月
日

狭

山

市

平
成
十
四
年

平
成
十
五
年

地
籍
図

二
十
八
枚

地
籍
簿

一
冊

狭
山
第
三
十
七

平
成
十
六
年

五
月
二
十
一
日

熊

谷

市

平
成
十
四
年

平
成
十
五
年

地
籍
図

十
七
枚

地
籍
簿

一
冊

久
保
島
三

平
成
十
六
年

五
月
二
十
一
日

落
札
金
額

８８
，２００
，０００
円

９３
，４５０
，０００
円

６３
，０００
，０００
円

２２
，３１２
，５００
円

３７
，１７０
，０００
円

２４
，６７５
，０００
円

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
む
さ
し
ビ
ル
ク
リ
ー
ナ
ー
埼
玉

県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
３
丁
目
３
番
９

号株
式
会
社
む
さ
し
ビ
ル
ク
リ
ー
ナ
ー
埼
玉

県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
３
丁
目
３
番
９

号株
式
会
社
む
さ
し
ビ
ル
ク
リ
ー
ナ
ー
埼
玉

県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
３
丁
目
３
番
９

号株
式
会
社
ウ
ラ
ワ
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
５
丁
目
２

番
１８
号

埼
玉
環
境
保
全
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
浦
和
区
仲
町
１
丁
目
１２
番
１
号

株
式
会
社
ビ
ル
メ
ン
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

浦
和
区
高
砂
１
丁
目
２
番
１
号
エ
イ
ペ
ッ

ク
ス
タ
ワ
ー
・
オ
フ
ィ
ス
東
館

購
入
等
件
名
及
び
数
量

本
庁
（
清
掃
）
地
区
清
掃
業

務
一
式

本
庁
（
第
二
庁
舎
）
地
区
清

掃
・
警
備
業
務
一
式

本
庁
（
駐
車
場
）
地
区
駐
車

場
管
理
業
務
一
式

本
庁
（
警
備
）
地
区
警
備
業

務
一
式

本
庁
（
議
事
堂
）
地
区
清
掃

業
務
一
式

本
庁
（
会
館
）
地
区
清
掃
・

冷
暖
房
機
運
転
業
務
一
式

整理番号１２３４５６

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１

号
３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

別
表
整
理
番
号
１
～
１４

平
成
１６
年
３
月
２９
日

別
表
整
理
番
号
１５
～
３１

平
成
１６
年
３
月
３０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
の
と
お
り

５
落
札
金
額

別
表
の
と
お
り

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

指
名
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
又
は
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
１６
年
２
月
１３
日

別
表

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目

１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
３
月
２６
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

有
限
会
社
製
版
印
刷
セ
ン
タ
ー
埼
玉
県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
針
ヶ
谷
２
丁
目
１
番
１

号
５
落
札
金
額

（
予
定
）
２６
，２４９
，２６５
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
又
は
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
１６
年
２
月
１３
日

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

印
刷
浄
書
業
務
（
電
子
写
真
複
写
機
に
よ

る
製
版
業
務
、
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
業
務
、
印

刷
物
の
製
本
業
務
及
び
名
刺
印
刷
業
務
）

一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
公
印
・
浄
書
担
当

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

別
表
の
と
お
り

－５－
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１１
，２８７
，５００
円

３８
，８５０
，０００
円

６０
，９８４
，０００
円

２６
，０４０
，０００
円

２４
，６７５
，０００
円

１８
，７９５
，０００
円

３２
，５５０
，０００
円

１２
，３９０
，０００
円

４０
，９５０
，０００
円

２１
，０００
，０００
円

１１
，７８１
，０００
円

１９
，７６１
，０００
円

１０
，４８９
，５００
円

株
式
会
社
オ
ン
ロ
ー
ド
埼
玉
県
上
尾
市
大

字
向
山
３１
番
地
１０

毎
日
興
業
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

大
宮
区
浅
間
町
２
丁
目
２４４
番
地
１

株
式
会
社
ビ
ル
メ
ン
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

浦
和
区
高
砂
１
丁
目
２
番
１
号
エ
イ
ペ
ッ

ク
ス
タ
ワ
ー
・
オ
フ
ィ
ス
東
館

株
式
会
社
ク
リ
ー
ン
工
房
埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
中
央
区
新
都
心
１１
番
地
２
さ
い
た
ま

新
都
心
LA
タ
ワ
ー
３０
F

株
式
会
社
エ
ヌ
テ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
埼
玉
県

さ
い
た
ま
市
北
区
別
所
町
３８
番
地
２

株
式
会
社
昭
和
綜
合
サ
ー
ビ
ス
埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
南
区
大
字
太
田
窪
２７４５

番
地

日
本
環
境
ク
リ
ア
ー
株
式
会
社
埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
中
央
区
上
落
合
９
丁
目
９
番
４
－

２０２
号

近
代
ビ
ル
管
理
株
式
会
社
埼
玉
県
大
里
郡

岡
部
町
大
字
針
ヶ
谷
７６７
番
地
３

太
陽
管
財
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

北
区
日
進
町
３
丁
目
８
番
地

株
式
会
社
昭
和
綜
合
サ
ー
ビ
ス
埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
南
区
大
字
太
田
窪
２７４５

番
地

埼
玉
美
装
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

大
宮
区
桜
木
町
１
丁
目
７
番
地
５

有
限
会
社
戸
口
工
業
埼
玉
県
比
企
郡
玉
川

村
大
字
玉
川
４６２１

番
地

株
式
会
社
三
幸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
東
京
都
板
橋
区
板
橋
２
丁
目
６１
番
１５
号

旭
ビ
ル
６
階

南
A
地
区
清
掃
業
務
一

式南
B
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

南
C
地
区
清
掃
・
警
備
・

中
央
監
視
業
務
一
式

南
D
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

南
E
地
区
清
掃
業
務
一

式南
F
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

南
G
地
区
清
掃
・
中
央
監

視
・
冷
暖
房
機
運
転
業
務

一
式

南
H
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

西
A
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

西
B
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

西
C
地
区
清
掃
業
務
一

式西
D
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

西
E
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９

２２
，８２７
，０００
円

４２
，０００
，０００
円

２１
，０００
，０００
円

３７
，２７５
，０００
円

９
，９５４
，０００
円

２６
，１３４
，５００
円

１９
，５３０
，０００
円

３６
，７２９
，０００
円

１１
，５５０
，０００
円

３１
，２９０
，０００
円

１４
，０７０
，０００
円

３２
，２３５
，０００
円

花
園
興
業
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

桜
区
田
島
４
丁
目
１５
番
１５
号

太
平
ビ
ル
管
理
株
式
会
社
埼
玉
県
北
葛
飾

郡
杉
戸
町
杉
戸
２
丁
目
６
番
３
号

株
式
会
社
日
環
サ
ー
ビ
ス
埼
玉
県
川
口
市

前
川
１
丁
目
１４
番
１５
号

株
式
会
社
サ
ン
ワ
ッ
ク
ス
埼
玉
県
行
田
市

行
田
２２
番
１０
号

株
式
会
社
蕨
環
境
公
栄
社
埼
玉
県
蕨
市
北

町
３
丁
目
４
番
５
号

富
士
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
埼
玉

県
熊
谷
市
石
原
８２０
番
地
２

極
東
ビ
ル
管
理
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
１
丁
目
１８６０

番
地

極
東
ビ
ル
管
理
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
１
丁
目
１８６０

番
地

ビ
ソ
ー
工
業
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い
た
ま

市
西
区
大
字
西
新
井
５０５
番
地
１２１

株
式
会
社
サ
ン
ワ
ッ
ク
ス
埼
玉
県
行
田
市

行
田
２２
番
１０
号

株
式
会
社
第
一
清
美
埼
玉
県
所
沢
市
宮
本

町
２
丁
目
１５
番
１５
号

有
限
会
社
戸
口
工
業
埼
玉
県
比
企
郡
玉
川

村
大
字
玉
川
４６２１

番
地

西
F
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

東
A
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

東
B
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

東
C
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

東
D
地
区
清
掃
業
務
一

式東
E
地
区
清
掃
・
中
央
監

視
業
務
一
式

北
A
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

北
B
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

北
C
地
区
清
掃
業
務
一

式北
D
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

北
E
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

北
F
地
区
清
掃
・
冷
暖
房

機
運
転
業
務
一
式

２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１
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１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

廃
棄
物
収
集
運
搬
処
分
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５

番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
３
月
２６
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

埼
玉
環
境
保
全
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い

た
ま
市
浦
和
区
仲
町
１
丁
目
１２
番
１
号

５
落
札
金
額

（
予
定
）
４０
，８９０
，６８４
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

指
名
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
又
は
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
１６
年
２
月
１３
日

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

さ
い
た
ま
彩
の
国
だ
よ
り
の
新
聞
折
り
込

み
及
び
配
布
業
務
２
，３５０
千
部
（
平
均
）

×
１２
回
（
１２
ペ
ー
ジ
×
９
回
・
１６
ペ
ー
ジ
×

３
回
）

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
広
聴
広
報
課
彩
の
国
だ
よ

り
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂

３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
３
月
２６
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

埼
玉
県
折
込
広
告
事
業
協
同
組
合
埼
玉

県
さ
い
た
ま
市
北
区
奈
良
町
１５７
番
地
４

５
落
札
金
額

８
．６８
円
（
１２
ペ
ー
ジ
税
抜
き
１
部
当
た
り

の
単
価
）

８
．６８
円
（
１６
ペ
ー
ジ
税
抜
き
１
部
当
た
り

の
単
価
）

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
又
は
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
１６
年
２
月
１３
日

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
一
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
二
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
三
号

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

平
成
十
五
年
度
の
個
人
情
報
の
開
示
等
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

文
書
に
よ
る
開
示
請
求
の
受
付
件
数
及
び
処
理
件
数

注

他
の
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
実
績
な
し
。

二

口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
処
理
件
数

注

他
の
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
実
績
な
し
。

三

個
人
情
報
の
訂
正
等
の
請
求
の
受
付
件
数
及
び
処
理
件
数

実
施
機
関

受
付
件
数

処

理

件

数

開

示

部
分
開
示

不
開
示

不
存
在

取
下
げ

知

事

一
五
件

四
件

九
件

〇
件

二
件

〇
件

教
育
委
員
会

二
三
件

一
二
件

三
件

〇
件

八
件

〇
件

合

計

三
八
件

一
六
件

一
二
件

〇
件

一
〇
件

〇
件

実
施
機
関

処

理

件

数

知

事

九
〇
一
件

教
育
委
員
会

六
、
五
三
四
件

人
事
委
員
会

一
、
一
八
四
件

合

計

八
、
六
一
九
件

実
施
機
関

受
付
件
数

処

理

件

数

未
処
理
件
数

訂

正

等

一
部
訂
正
等

不
訂
正
等

－７－
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注

他
の
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
実
績
な
し
。

四

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
苦
情
の
申
出
の
受
付
件
数
及
び
処
理
件
数

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
四
号

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
個
人
情
報
取
扱
事
務
を
次
の
と
お
り
登
録
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

注

他
の
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
実
績
な
し
。

五

事
業
者
に
対
す
る
説
明
等
の
要
求
、
是
正
の
勧
告
及
び
事
実
の
公
表
の
件
数

実
績
な
し
。

知

事

二
件

〇
件

一
件

一
件

〇
件

実
施
機
関

受
付
件
数

処

理

件

数

未
処
理
件
数

是

正

等

一
部
是
正
等

是
正
等
な
し

知

事

六
件

〇
件

〇
件

六
件

〇
件

教
育
委
員
会

三
件

一
件

〇
件

二
件

〇
件

合

計

九
件

一
件

〇
件

八
件

〇
件

－８－
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期

日

会

場

提

出

期

限

平
成
十
六
年
九
月

一
日

（
水
）

東
松
山
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
金
）

平
成
十
六
年
九
月

十
日

（
金
）

平
成
十
六
年
九
月

七
日

（
火
）

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
五
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約

の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。）
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
試
験
並
び
に
法
第
五
十
一
条
第
二
項

の
適
性
試
験
及
び
同
条
第
四
項
の
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

狩
猟
免
許
試
験

イ

試
験
の
期
日
及
び
会
場
並
び
に
免
許
申
請
書
の
提
出
期
限

ロ

試
験
の
受
付
時
間

各
期
日
と
も
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
九
時
五
十
分
ま
で

ハ

受
験
資
格

次
の
�
及
び
�
に
該
当
す
る
者

�

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

�

試
験
当
日
に
お
い
て
満
二
十
歳
に
達
し
て
い
る
者

ニ

免
許
申
請
書
の
提
出
先

受
験
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
各
環
境
管
理
事
務
所

ホ

提
出
書
類

�

狩
猟
免
許
申
請
書

�

写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
一
枚

�

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
四
十
条
第

二
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
医
師
の
診
断
書

ヘ

狩
猟
免
許
手
数
料

五
千
三
百
円
（
法
第
四
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
四
千
円
）
相
当
額
の
埼

玉
県
収
入
証
紙
を
狩
猟
免
許
申
請
書
に
は
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。

ト

試
験
の
方
法

�

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

区

分

科

目

適
性
試
験

視
力

聴
力

運
動
能
力

知
識
試
験

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
知
識

猟
具
に
関
す
る
知
識

鳥
獣
に
関
す
る
知
識

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
日
立
製
作
所
北
関
東
支
店
埼

玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
一
丁
目
９

番
６

５
契
約
金
額

５０５
，７１６
，７５０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務

の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
１０
条

第
１
項
第
２
号
に
該
当

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

電
子
計
算
機
賃
借
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
情
報
政
策
課
大
型
電
子
計

算
機
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高

砂
三
丁
目
１５
番
１
号

－１０－
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�

技
能
試
験
は
、
適
性
試
験
及
び
知
識
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
行
う
。

�

法
第
四
十
九
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
知
識
試
験
の
う
ち
、
鳥
獣
の
保

護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
並
び
に
鳥
獣
に
関
す
る
知
識
に
係
る
試
験
を
免
除

す
る
。

チ

狩
猟
免
状
の
交
付

試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
。

リ

そ
の
他

受
験
者
が
申
し
込
ん
だ
試
験
会
場
が
定
員
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
別
の
期
日
及
び
会
場

を
指
定
す
る
こ
と
が
あ
る
。

二

狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
適
性
試
験
及
び
講
習

イ

適
性
試
験
及
び
講
習
の
期
日
及
び
会
場
並
び
に
免
許
更
新
申
請
書
の
提
出
期
限

ロ

適
性
試
験
及
び
講
習
の
受
付
時
間

各
期
日
と
も
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
九
時
五
十
分
ま
で

ハ

適
性
試
験
及
び
講
習
を
受
け
る
資
格

次
の
�
及
び
�
に
該
当
す
る
者

�

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

�

平
成
十
六
年
九
月
十
四
日
に
有
効
期
間
が
満
了
と
な
る
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
者

ニ

免
許
更
新
申
請
書
の
提
出
先

狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
各
環
境
管
理
事
務
所

ホ

提
出
書
類

�

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書

�

写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
一
枚

�

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け

て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
四
十
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規

定
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
医
師
の
診
断
書

ヘ

狩
猟
免
許
更
新
手
数
料

二
千
九
百
円
相
当
額
の
埼
玉
県
収
入
証
紙
を
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
に
は
り
付
け
て
納
付

す
る
こ
と
。

ト

適
性
試
験
及
び
講
習
の
科
目

チ

狩
猟
免
状
の
交
付

講
習
を
受
講
し
、
適
性
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
。

リ

そ
の
他

申
請
者
が
申
し
込
ん
だ
適
性
試
験
及
び
講
習
の
会
場
が
定
員
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
別

の
期
日
及
び
会
場
を
指
定
す
る
こ
と
が
あ
る
。

三

免
許
申
請
書
等
の
請
求

狩
猟
免
許
申
請
書
及
び
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
は
、
各
環
境
管
理
事
務
所
に
請
求
す
る
こ
と
。

技
能
試
験

網
・
わ
な
猟
免
許
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
猟
具
の
判
別
及
び
取
扱
い
並
び
に

鳥
獣
の
判
別
能
力

第
一
種
銃
猟
及
び
第
二
種
銃
猟
の
狩
猟
免
許
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
猟
具
の

取
扱
い
、
距
離
の
目
測
及
び
鳥
獣
の
判
別
能
力

期

日

会

場

提

出

期

限

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日

（
木
）

川
越
南
文
化
会
館

平
成
十
六
年
七
月

十
六
日

（
金
）

平
成
十
六
年
七
月
二
十
八
日

（
水
）

秩
父
地
方
庁
舎
３
階
大
会
議

室

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

（
金
）

平
成
十
六
年
八
月

四
日

（
水
）

岩
槻
市
立
福
祉
会
館
（
城
址

公
園
イ
グ
レ
ッ
タ
）

平
成
十
六
年
七
月

三
十
日

（
金
）

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

（
火
）

花
園
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

平
成
十
六
年
八
月

十
九
日

（
木
）

区

分

科

目

適
性
試
験

視
力

聴
力

運
動
能
力

講

習

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令

猟
具
の
取
扱
い

鳥
獣
の
判
別
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機

関
又
は
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
す
る
施
術
者
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
医
療
機
関

名

称

開

設

者

名

所

在

地

指

定

年

月

日

医
療
法
人
尚
寿
会

大
生
病
院

医

療

法

人

尚

寿

会

狭
山
市
水
野
六
〇
〇

平
成
十
六
年

四
月

十
六
日

医
療
法
人
社
団
医
凰
会

石
山
記
念
病
院

医

療

法

人

社

団

医

凰

会

狭
山
市
水
野
一
二
四
五
―
二

平
成
十
六
年

四
月

十
三
日

ね

ご

ろ

ク

リ

ニ

ッ

ク

医

療

法

人

社

団

啓

孝

会

熊
谷
市
銀
座
五
―
六
―
一
三

平
成
十
六
年

四
月

五
日

医
療
法
人
社
団
憲
寿
会

ミ
ツ
ワ
ビ
ル
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

社

団

憲

寿

会

川
口
市
栄
町
三
―
五
―
一

ミ
ツ
ワ
ビ
ル
六
Ｆ

平
成
十
六
年

四
月

三
十
日

か
ね
こ
内
科
リ
ウ
マ
チ
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

金

子

元

英

川
口
市
西
新
井
宿
三
〇
五

平
成
十
六
年

五
月

一
日

埼
玉
ホ
ー
ム
ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団

埼
玉
ホ
ー
ム
ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク

川
口
市
本
町
四
―
八
―
二
一

小
野
ビ
ル
四
階

平
成
十
六
年

四
月

十
五
日

所
沢
呼
吸
器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

林

俊

成

所
沢
市
東
住
吉
七
―
八

ア
ル
フ
ァ
ビ
ル
四
階

平
成
十
六
年

四
月

五
日

米

島

医

院

米

島

正

博

所
沢
市
山
口
一
一
八
一
―
六

平
成
十
六
年

四
月

一
日

医
療
法
人
真
誠
会

本
間
内
科
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

真

誠

会

本
庄
市
見
福
三
―
五
―
六

平
成
十
六
年

五
月

七
日

医
療
法
人
慶
寿
会

春
日
部
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

慶

寿

会

春
日
部
市
備
後
東
一
―
二
二
―
三
二

平
成
十
六
年

四
月

一
日

入

曽

整

形

外

科

内

科

白

昌

善

狭
山
市
南
入
曽
四
六
二
―
二

平
成
十
六
年

五
月

一
日

プ

ラ

イ

ム

ク

リ

ニ

ッ

ク

田

代

茂

鴻
巣
市
人
形
四
―
六
―
二
五

平
成
十
六
年

四
月

一
日

上
尾
脳
神
経
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

山

口

純

一

上
尾
市
本
町
一
―
三
―
一
六

平
成
十
六
年

五
月

一
日

か
わ
か
み
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

川

上

哲

夫

上
尾
市
藤
波
三
―
一
八
八

平
成
十
六
年

四
月

二
十
日

山

崎

ク

リ

ニ

ッ

ク

山

崎

達

雄

草
加
市
中
央
二
―
四
―
一
一

平
成
十
六
年

四
月

五
日

み

な

み

草

加

ク

リ

ニ

ッ

ク

医
療
法
人
社
団

ゆ
う
ゆ
う
会

草
加
市
新
里
町
一
〇
七
―
一

平
成
十
六
年

四
月

一
日

さ

め

し

ま

整

形

外

科

医

療

法

人

社

団

泰

昇

会

越
谷
市
赤
山
町
六
―
一
二
―
一
一

平
成
十
六
年

四
月

一
日

医
療
法
人
社
団
惠
重
会

大
越
医
院

医

療

法

人

社

団

惠

重

会

越
谷
市
平
方
一
七
一
〇
―
二

平
成
十
六
年

四
月

一
日

青

木

ク

リ

ニ

ッ

ク

青

木

功

雄

北
本
市
中
央
二
―
五
九

平
井
ビ
ル
三
階

平
成
十
六
年

五
月

一
日

小

川

医

院

医
療
法
人
芳
喜
会

小
川
医
院

坂
戸
市
小
沼
八
四
六

平
成
十
六
年

四
月
二
十
八
日

小

笠

原

歯

科

医

院

小

笠

原

寿

子

川
口
市
仲
町
一
七
―
八

平
成
十
六
年

四
月
二
十
八
日

福

島

歯

科

医

院

福

島

聡

川
口
市
西
川
口
一
―
三
一
―
一
二

平
成
十
六
年

四
月
二
十
八
日

宮

崎

歯

科

医

院

宮

嵜

修

之

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
一
―
八
七
六
―
三

一
Ｆ

平
成
十
六
年

四
月

一
日

に

い

み

歯

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

小

長

谷

貴

子

所
沢
市
狭
山
ケ
丘
二
―
六
四
―
三
八

平
成
十
六
年

四
月

一
日
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二

指
定
施
術
者

仁

デ

ン

タ

ル

ク

リ

ニ

ッ

ク

鄭

仁

徹

所
沢
市
緑
町
一
―
二
〇
―
一

ミ
ナ
ミ
プ
ラ
ザ
二
階
―
二
〇
四

平
成
十
六
年

四
月

八
日

く

ぼ

た

歯

科

医

院

久

保

田

理

憲

本
庄
市
駅
南
一
―
一
七
―
五

平
成
十
六
年

四
月

十
五
日

ミ

ナ

ミ

歯

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

大

西

基

伸

狭
山
市
狭
山
台
四
―
三
三
―
一

平
成
十
六
年

四
月
二
十
二
日

笠

井

歯

科

医

院

笠

井

進

越
谷
市
北
越
谷
三
―
一
―
四

平
成
十
六
年

四
月

十
二
日

北

越

谷

中

央

歯

科

白

井

龍

越
谷
市
北
越
谷
二
―
四
〇
―
一
九

エ
ト
ワ
ー
ル
シ
ャ
ト
ー
一
〇
一

平
成
十
六
年

四
月
二
十
三
日

み

や

ざ

き

歯

科

宮

�

久

継

越
谷
市
北
越
谷
四
―
二
―
一
五

親
宅
ビ
ル
一
階

平
成
十
六
年

四
月
二
十
三
日

松

崎

歯

科

診

療

所

松

崎

俊

哉

鳩
ヶ
谷
市
南
三
―
四
―
三

平
成
十
六
年

四
月

二
日

北

坂

戸

駅

前

歯

科

医

院

古

屋

健

一

郎

坂
戸
市
末
広
町
一
―
五

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ケ

ミ

ス

ト

薬

局

川

口

店

ク

ラ

フ

ト

株

式

会

社

川
口
市
青
木
一
―
一
七
―
三
六

メ
ゾ
ン
藤
井
一
階

平
成
十
六
年

四
月

一
日

川

口

本

町

薬

局

有
限
会
社

ス
リ
ー
ハ
ー
ト

川
口
市
本
町
三
―
三
―
一
三

平
成
十
六
年

四
月
二
十
一
日

ら

い

む

薬

局

有
限
会
社

メ
デ
ィ
ス
ン
チ
ェ
ス
ト

本
庄
市
見
福
三
―
五
―
七

平
成
十
六
年

五
月

七
日

藤

薬

局

株

式

会

社

カ

イ

セ

イ

羽
生
市
藤
井
上
組
八
七
四
―
三

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ケ

ミ

ス

ト

薬

局

上

尾

店

ク

ラ

フ

ト

株

式

会

社

上
尾
市
愛
宕
三
―
九
―
二
五

平
成
十
六
年

四
月

三
十
日

サ
ン
テ
ド
ラ
ッ
グ
せ
ん
げ
ん
台
薬
局

株
式
会
社

サ
ン
テ
ド
ラ
ッ
グ

越
谷
市
千
間
台
東
一
―
一
〇
―
一

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ウ
エ
ル
シ
ア
越
谷
蒲
生
薬
局

株
式
会
社

グ
リ
ー
ン
ク
ロ
ス
・
コ
ア

越
谷
市
南
町
一
―
一
五
―
二
七

平
成
十
六
年

四
月

一
日

サ
ン
タ
の
健
康
薬
局

坂
戸
店

有
限
会
社

サ
ン
タ
ニ
コ
ラ
イ

坂
戸
市
南
町
二
四
―
五

長
久
保
ビ
ル
一
〇
二

平
成
十
六
年

四
月
二
十
八
日

ス

マ

イ

ル

薬

局

幸

手

店

株

式

会

社

チ

ャ

ー

ト

幸
手
市
東
四
―
二
七
―
四

平
成
十
六
年

四
月

十
六
日

の

ぞ

み

薬

局

有

限

会

社

の

ぞ

み

薬

品

三
郷
市
幸
房
四
七
六
―
一
二

平
成
十
六
年

四
月

十
四
日

な

ご

み

薬

局

有
限
会
社

エ
ス
・
ア
イ
・
エ
ヌ

三
郷
市
鷹
野
三
―
二
六
〇
―
二

平
成
十
六
年

四
月

十
四
日

み

す

ず

薬

局

株
式
会
社

ソ
ー
ケ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル

幸
手
市
中
川
崎
七
五
六
―
八

平
成
十
六
年

四
月

一
日

エ

ン

ジ

ェ

ル

薬

局

株

式

会

社

カ

イ

セ

イ

幸
手
市
南
三
―
一
一
―
一
八

平
成
十
六
年

四
月

一
日

有

限

会

社

玉

川

薬

局

有

限

会

社

玉

川

薬

局

比
企
郡
玉
川
村
五
明
一
二
六
五
―
七

平
成
十
六
年

四
月

一
日

薬

局

チ

ム

ニ

有
限
会
社

ア
ル
フ
ァ
メ
デ
ィ
カ
ル

大
里
郡
妻
沼
町
中
央
一
五
―
五

平
成
十
六
年

四
月

十
六
日

ウ
ェ
ル
パ
ー
ク
薬
局

ふ
じ
み
野
店

株
式
会
社

ウ
ェ
ル
パ
ー
ク

入
間
郡
大
井
町
ふ
じ
み
野
四
―
八
―
五
一

平
成
十
六
年

五
月

一
日

薬
局
ド
ラ
ッ
グ
太
陽

南
栗
橋
店

株
式
会
社

ジ
ャ
ス
ト
ド
ラ
ッ
グ

北
葛
飾
郡
栗
橋
町
南
栗
橋
四
―
一
四
―
一

平
成
十
六
年

四
月

二
十
日

総
合
福
祉
エ
リ
ア
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

社
会
福
祉
法
人

東
松
山
市
社
会
福
祉
協
議
会

東
松
山
市
松
山
二
一
八
三

平
成
十
六
年

三
月

一
日

氏

名

住

所

施

術

所

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

浦

茂

治

川
口
市
芝
一
―
二
六
―
二

せ
い
お
う
接
骨
院

川
口
市
芝
中
田
一
―
六
―
六

平
成
十
六
年

四
月

六
日
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�
�
�
�
�
�
�
�
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氏

名

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

�
澤

光

一

住

所

朝
霞
市
岡
三
―
一
〇
―
一

七

四
〇
三

朝
霞
市
栄
町
二
―
一
〇
―

四
五

九
一
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
施
術
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療

機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

埼
玉
ホ
ー
ム
ケ
ア

ク

リ

ニ

ッ

ク

川
口
市
本
町
四
―
八
―
二
一

小
野
ビ
ル
四
階

平
成
十
六
年

四
月

一
日

み

な

み

草

加

ク

リ

ニ

ッ

ク

草
加
市
新
里
町
一
〇
七
―
一

平
成
十
六
年

四
月

一
日

北
坂
戸
駅
前
歯
科
医
院

坂
戸
市
末
広
町
一
―
五

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

ケ
ミ
ス
ト
薬
局

川

口

店

川
口
市
青
木
一
―
一
七
―
三
六

藤
井
ビ
ル
一
Ｆ

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

石
山
記
念
病
院

狭
山
市
水
野
一
二
四
五
―
二

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

藤

薬

局

羽
生
市
藤
井
上
組
八
七
四
―
三

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

川
口
本
町
薬
局

川
口
市
本
町
三
―
三
―
一
三

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

エ
ン
ジ
ェ
ル
薬
局

幸
手
市
南
三
―
一
一
―
一
八

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

春

日

部

内

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

春
日
部
市
備
後
東
一
―
二
二
―
三
二

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

さ
め
し
ま
整
形
外
科

越
谷
市
赤
山
町
六
―
一
二
―
一
一

平
成
十
六
年

四
月

一
日

有
限
会
社
平
塚
薬
局

玉

川

店

比
企
郡
玉
川
村
五
明
一
二
六
五
―
七

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

小

川

医

院

坂
戸
市
小
沼
八
四
六

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

松
崎
歯
科
医
院

鳩
ヶ
谷
市
南
三
―
四
―
三

平
成
十
六
年

四
月

一
日

米

島

医

院

所
沢
市
山
口
一
一
八
一
―
六

平
成
十
六
年

四
月

一
日

医
療
法
人
尚
寿
会

大

生

病

院

狭
山
市
水
野
五
九
四

平
成

八
年
十
一
月

十
四
日

大

越

医

院

越
谷
市
平
方
一
七
一
〇
―
二

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

福
島
歯
科
医
院

川
口
市
西
川
口
一
―
三
一
―
一
二

平
成
十
六
年

四
月

十
日

ア
サ
ヒ
調
剤
薬
局

坂
戸
市
南
町
二
三
―
一
四
―
一
二

平
成

九
年
十
一
月

三
十
日

ミ
ツ
ワ
ビ
ル
眼
科

ク

リ

ニ

ッ

ク

川
口
市
栄
町
三
―
五
―
一

ミ
ツ
ワ
ビ
ル
六
Ｆ

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

ケ
ミ
ス
ト
薬
局
上
尾
店

上
尾
市
愛
宕
三
―
九
―
二
五

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

田
代
内
科
・
整
形
外
科

ク

リ

ニ

ッ

ク

北
本
市
北
本
三
―
三
四

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

の

ぞ

み

薬

局

三
郷
市
幸
房
四
七
六
―
一
二

平
成
十
六
年

三
月

一
日

小

林

宏

治

羽
生
市
西
五
―
二
〇
―
九

小

林

整

骨

院

羽
生
市
西
五
―
二
〇
―
九

平
成
十
六
年

四
月

二
日

高

橋

和

之

上
尾
市
平
塚
一
九
四
九

グ
ラ
ン
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
三
〇
三

上
尾
ひ
か
り
整
骨
院

上
尾
市
谷
津
二
―
二
―
二

平
成
十
六
年

四
月
二
十
八
日
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薬
局
Ｈ
Ａ
Ｃ
ド
ラ
ッ
グ
太
陽

南

栗

橋

店

北
葛
飾
郡
栗
橋
町
中
里
四
二
三

平
成
十
六
年

三
月
二
十
一
日

ね
ご
ろ
ク
リ
ニ
ッ
ク

熊
谷
市
銀
座
五
―
六
―
一
三

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

開

設

者

名

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

埼
玉
ホ
ー
ム
ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク

川
口
市
本
町
四
―
八
―
二
一

小
野
ビ
ル
四
階

医
療
法
人
社
団

埼
玉
ホ
ー
ム
ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

十
五
日

医
療
法
人
社
団
惠
重
会

大
越
医
院

越
谷
市
平
方
一
七
一
〇
―
二

医
療
法
人
社
団

惠
重
会

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

一
日

米

島

医

院

所
沢
市
山
口
一
一
八
一
―
六

米

島

正

博

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ね

ご

ろ

ク

リ

ニ

ッ

ク

熊
谷
市
銀
座
五
―
六
―
一
三

医
療
法
人
社
団

啓
孝
会

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

一
日

埼
玉
医
療
生
活
協
同
組
合
皆
野
病
院

秩
父
郡
皆
野
町
皆
野
二
〇
三
一
―
一

埼
玉
医
療
生
活
協
同
組
合

短
期
入
所
療
養
介
護

平
成
十
六
年

五
月

十
日

介
護
療
養
型
医
療
施
設

松

崎

歯

科

診

療

所

鳩

ヶ

谷

市

南

三

―

四

―

三

松

崎

俊

哉

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

二
日

仁

デ

ン

タ

ル

ク

リ

ニ

ッ

ク

所
沢
市
緑
町
一
―
二
〇
―
一

ミ
ナ
ミ
プ
ラ
ザ
二
階
―
二
〇
四

鄭

仁

徹

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

八
日

ツ

カ

サ

薬

局

川
口
市
戸
塚
二
―
一
一
―
五

株
式
会
社

ツ
カ
サ
調
剤
薬
局

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

五
月

六
日

田

辺

薬

局

川

口

新

郷

店

川
口
市
江
戸
袋
一
―
一
四
―
八

フ

ク

イ

薬

品

株

式

会

社

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

五
月

六
日

ケ

ミ

ス

ト

薬

局

川

口

店

川
口
市
青
木
一
―
一
七
―
三
六

メ
ゾ
ン
藤
井
一
階

ク

ラ

フ

ト

株

式

会

社

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ケ

ミ

ス

ト

薬

局

上

尾

店

上
尾
市
愛
宕
三
―
九
―
二
五

ク

ラ

フ

ト

株

式

会

社

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

三
十
日

有

限

会

社

玉

川

薬

局

比
企
郡
玉
川
村
五
明
一
二
六
五
―
七

有

限

会

社

玉

川

薬

局

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
川
口
並
木

川
口
市
並
木
三
―
二
三
―
一
九

公
団
西
川
口
ア
パ
ー
ト
一
Ｆ

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学
館

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

三
月

一
日

福
祉
用
具
貸
与

居
宅
介
護
支
援
事
業

ハ
ッ
ピ
ー
ク
ロ
ー
バ
ー
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

川
口
市
東
本
郷
二
―
一
七
―
三
一

県
南
福
祉
サ
ー
ビ
ス
有
限
会
社

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

四
月

一
日

総
合
福
祉

ツ
ク
イ

安
行

川
口
市
安
行
北
谷
六
一
七
―
一

株

式

会

社

ツ

ク

イ

通
所
介
護

平
成
十
六
年

五
月

一
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

豊
潤
館

春
日
部
市
花
積
二
六
七
―
七

社
会
福
祉
法
人

弘
颯
会

短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
十
六
年

四
月

八
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

豊
潤
館

春
日
部
市
花
積
二
六
七
―
七

社
会
福
祉
法
人

弘
颯
会

通
所
介
護

平
成
十
六
年

四
月

八
日

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

豊
潤
館

春
日
部
市
花
積
二
六
七
―
七

社
会
福
祉
法
人

弘
颯
会

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

四
月

八
日
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ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

ハ
ッ
ピ
ー
春
日
部
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

春
日
部
市
中
央
六
―
一
―
一
六

Ｋ
Ｎ
ビ
ル
一
Ｆ
西
棟

株
式
会
社

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

八
日

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

ハ
ッ
ピ
ー
春
日
部
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

春
日
部
市
中
央
六
―
一
―
一
六

Ｋ
Ｎ
ビ
ル
一
Ｆ
西
棟

株
式
会
社

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

四
月

八
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

や
ま
ぶ
き
の
里

岩
槻
市
東
岩
槻
二
―
二
―
二
〇

社
会
福
祉
法
人

弘
颯
会

短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
十
六
年

三
月

五
日

さ

く

ら

の

樹

有

限

会

社

越
谷
市
蒲
生
茜
町
一
九
―
八

蒲
生
ビ
ュ
ー
ハ
イ
ツ
八
〇
六
号

さ

く

ら

の

樹

有

限

会

社

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

二
日

ふ

る

と

ね

介

護

サ

ー

ビ

ス

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
四
―
一
一
―
二
六

有
限
会
社

ふ
る
と
ね
介
護
サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

一
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
み
ん
な
の
家

松
伏

北
葛
飾
郡
松
伏
町
築
比
地
一
四
三
七
―
一

株
式
会
社

ウ
イ
ズ
ネ
ッ
ト

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
十
六
年

五
月

六
日

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

う
ね
め

三
郷
市
釆
女
一
―
六
三
―
二

株
式
会
社

フ
ァ
ミ
リ
ー
ケ
ア

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

四
月

十
六
日

松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

三
郷
営
業
所

三
郷
市
早
稲
田
一
―
一
八
―
五
―
一
〇
二

松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
六
年

四
月

二
十
日

指
定
訪
問
介
護
事
業
所

こ
こ
・
さ
ぽ
ー
と

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
針
三
三
八
―
一
六
一

有
限
会
社

ケ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

六
日

上
尾
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

せ
い
じ
ん

上

尾

市

川

二

三

六

―

一

医
療
法
人
社
団

誠
尽
会

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

五
日

居
宅
介
護
支
援
事
業

さ
い
た
ま
コ
ー
プ
ふ
れ
あ
い
介
護
セ
ン
タ
ー

上
尾

上
尾
市
上
尾
村
八
二
二

コ
ー
プ
二
ッ
宮
二
階

生
活
協
同
組
合
さ
い
た
ま
コ
ー
プ

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

九
日

社
会
福
祉
法
人

鴻
巣
市
社
会
福
祉
協
議
会

鴻
巣
市
箕
田
四
二
一
一
―
一

社
会
福
祉
法
人

鴻
巣
市
社
会
福
祉
協
議
会

通
所
介
護

平
成
十
六
年

四
月

一
日

東
京
リ
ビ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
さ
わ
や
か
介
護
セ
ン
タ
ー
・
戸
田

戸
田
市
川
岸
二
―
五
―
一
六

東
京
リ
ビ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

一
月

一
日

居
宅
介
護
支
援
事
業

ハ
ッ
ピ
ー
ク
ロ
ー
バ
ー
戸
田

戸
田
市
上
戸
田
二
―
三
六
―
八

県
南
福
祉
サ
ー
ビ
ス
有
限
会
社

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

十
四
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

ハ
レ
ル
ヤ

朝

霞

市

溝

沼

一

―

五

―

六

社
会
福
祉
法
人

ハ
レ
ル
ヤ

通
所
介
護

平
成
十
六
年

四
月

五
日

短
期
入
所
生
活
介
護

ハ
レ
ル
ヤ

朝

霞

市

溝

沼

一

―

五

―

六

社
会
福
祉
法
人

ハ
レ
ル
ヤ

短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
十
六
年

四
月

五
日

オ

カ

リ

ナ

介

護

サ

ー

ビ

ス

朝
霞
市
宮
戸
一
―
四
―
九
五

サ
ン
エ
ク
セ
ル
一
〇
一

合
資
会
社

オ
カ
リ
ナ
介
護
サ
ー
ビ
ス

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

五
月

一
日

ア
イ
リ
ス
ガ
ー
デ
ン

和
光
み
な
み

和
光
市
南
一
―
二
〇
―
三
五

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学
館

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
十
六
年

五
月

六
日

有
限
会
社
寿
介
護
エ
ス
・
オ
ー
・
エ
ス

所
沢

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
一
―
八
七
一
―
一

カ
ー
サ
・
カ
ル
モ
一
Ｆ

有
限
会
社

寿
介
護
エ
ス
・
オ
ー
・
エ
ス

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

七
日

家

具

の

吉

沢

屋

所

沢

店

所

沢

市

山

口

八

三

三

株

式

会

社

吉

澤

屋

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
六
年

四
月

十
五
日

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

ハ
ッ
ピ
ー
所
沢
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

所
沢
市
松
葉
町
一
七
―
一
五

ニ
ュ
ー
ア
ー
バ
ン
第
一
ビ
ル
二
Ｆ

株
式
会
社

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

ハ
ッ
ピ
ー
所
沢
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所
沢
市
松
葉
町
一
七
―
一
五

ニ
ュ
ー
ア
ー
バ
ン
第
一
ビ
ル
二
Ｆ

株
式
会
社

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

一
日

総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

名
栗
園

飯
能
市
稲
荷
町
一
〇
―
一
四

社
会
福
祉
法
人

名
栗
園

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

四
月

一
日

松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
介
護
チ
ェ
ー
ン

狭
山

狭
山
市
中
央
一
―
四
九
―
二
六

ビ
ア
ン
カ
狭
山
Ａ
棟
一
Ｆ

柳

川

株

式

会

社

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
六
年

四
月
二
十
二
日

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

す
ま
い
る

狭
山
市
水
野
一
二
一
二
―
四

有

限

会

社

ク

レ

イ

ズ

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

五
月

一
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

の
ぞ
み

熊

谷

市

広

瀬

四

五

四

―

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
ぞ
み

通
所
介
護

平
成
十
六
年

四
月

五
日

株
式
会
社
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ン
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー

す
ず
ら
ん
熊
谷

熊

谷

市

筑

波

二

―

九

八

株
式
会
社

ビ
ジ
ュ
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ン

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

八
日

熊
谷
西
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

熊
谷
市
石
原
一
一
四
三
―
七

有
限
会
社

地
域
福
祉
整
備
セ
ン
タ
ー

通
所
介
護

平
成
十
六
年

五
月

一
日

－１６－
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

ラ

イ

フ

タ

ウ

ン

愛

里

比
企
郡
小
川
町
小
川
七
一
五
―
二

株
式
会
社

ラ
イ
フ
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
東
松
山

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
十
六
年

五
月

一
日

有
限
会
社

こ
と
ぶ
き
パ
ラ
ダ
イ
ス
ホ
ー
ム

比
企
郡
玉
川
村
日
影
二
八
六
―
一

有
限
会
社

こ
と
ぶ
き
パ
ラ
ダ
イ
ス
ホ
ー
ム

通
所
介
護

平
成
十
六
年

五
月

一
日

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

行
田
駅
前
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

行

田

市

中

央

一

一

―

五

株

式

会

社

コ

ム

ス

ン

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ひ

の

き

苑

加
須
市
北
篠
崎
一
七
八
―
二

有
限
会
社

エ
イ
チ
・
イ
ー
・
エ
ス

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
十
六
年

四
月

十
五
日

ひ
だ
ま
り
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

本

庄

市

緑

二

―

一

―

六

有

限

会

社

す

こ

や

か

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

四
月

九
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
健
康
倶
楽
部
新
座

新

座

市

中

野

一

―

五

―

五

株

式

会

社

ア

イ

ム

通
所
介
護

平
成
十
六
年

四
月

十
三
日

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

つ
く
し

新
座
市
東
北
一
―
八
―
一

ア
メ
ニ
テ
ィ
志
木
一
〇
六
号
室

医
療
法
人
社
団

武
蔵
野
会

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

四
月

十
二
日

桶
川
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

せ
い
じ
ん

桶

川

市

泉

一

―

七

―

五

医
療
法
人
社
団

誠
尽
会

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

四
月

一
日

訪
問
介
護

あ
さ
ひ
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

坂
戸
市
千
代
田
三
―
一
〇
―
一

第
一
原
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇
七
号
室

社
会
福
祉
法
人

晃
和
会

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

四
月

一
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

そ
れ
い
ゆ

日
高
市
駒
寺
野
新
田
二
五
六
―
六

ハ

ー

ト

株

式

会

社

通
所
介
護

平
成
十
六
年

三
月

十
二
日

名

称

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

川
口
薬
剤
師
会

中
央
薬
局

所
在
地

川
口
市
本
町
三
―
二
―
一
二
―
一
〇
一

川
口
市
本
町
三
―
三
―
八

居
宅
療
養
管
理
指
導

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

熊
谷

所
在
地

熊
谷
市
筑
波
二
―
四
八
―
一

大
栄
日
生
熊
谷
ビ
ル
一
Ｆ

熊
谷
市
肥
塚
中
島
一
二
六
九

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

栗

園

名

称

無
門
関

名
栗
園

訪
問
介
護

所
在
地

飯
能
市
芦
苅
場
七
八
一

飯
能
市
稲
荷
町
一
〇
―
一
四

東

口

薬

局

所
在
地

越
谷
市
千
間
台
東
一
―
六
一

越
谷
市
千
間
台
東
一
―
九
―
一
二

池
澤
第
二
ビ
ル
一
階

居
宅
療
養
管
理
指
導

ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
・
ケ
ア
ネ
ッ
ト
株
式
会
社

さ
い
た
ま
営
業
所

名

称

株
式
会
社
日
本
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
社

さ
い
た
ま
営
業
所

ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
・
ケ
ア
ネ
ッ
ト
株
式
会
社

さ
い
た
ま
営
業
所

福
祉
用
具
貸
与

－１７－
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
三
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃

止

年

月

日

ミ
ツ
ワ
ビ
ル
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

川
口
市
栄
町
三
―
五
―
一

ミ
ツ
ワ
ビ
ル
六
Ｆ

訪
問
看
護

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

埼
玉
ホ
ー
ム
ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク

川
口
市
本
町
四
―
八
―
二
一

小
野
ビ
ル
四
階

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

一
日

大

越

医

院

越
谷
市
平
方
一
七
一
〇
―
二

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

さ

め

し

ま

整

形

外

科

越
谷
市
赤
山
町
六
―
一
二
―
一
一

訪
問
看
護

平
成
十
六
年

四
月

一
日

居
宅
療
養
管
理
指
導

米

島

医

院

所
沢
市
山
口
一
一
八
一
―
六

訪
問
看
護

平
成
十
六
年

四
月

一
日

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

ね

ご

ろ

ク

リ

ニ

ッ

ク

熊
谷
市
銀
座
五
―
六
―
一
三

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

松

崎

歯

科

診

療

所

鳩
ケ
谷
市
南
三
―
四
―
三

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ケ

ミ

ス

ト

薬

局

上

尾

店

上
尾
市
愛
宕
三
―
九
―
二
五

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
２１

春
日
部
店

春
日
部
市
中
央
六
―
一
―
一
六

Ｋ
Ｎ
ビ
ル
一
Ｆ

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

居
宅
介
護
支
援
事
業

松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
東
京

三
郷
営
業
所

三
郷
市
早
稲
田
一
―
一
八
―
五
―
一
〇
二

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
六
年

四
月

一
日

ケ
ア
メ
イ
ト
ジ
ャ
パ
ン

戸
田
営
業
所

戸
田
市
本
町
五
―
五
―
二
五

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
五
年
十
二
月

十
一
日

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
２１

所
沢
店

所
沢
市
松
葉
町
一
七
―
一
四

千
代
田
ビ
ル
二
階

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

居
宅
介
護
支
援
事
業

介

護

相

談

室

あ

し

か

り

園

飯
能
市
芦
苅
場
八
〇
六
―
一

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

介

護

相

談

室

無

門

関

飯
能
市
芦
苅
場
七
八
一

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
清
掃
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
事
務
局
業
務
部
管
財
・
用
度
担
当
埼

玉
県
上
尾
市
大
字
西
貝
塚
１４８
番
地
１

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
３
月
１９
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ヌ
テ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
埼
玉

県
さ
い
た
ま
市
北
区
別
所
町
３８
番
地
２

５
落
札
金
額

５６
，９１０
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

指
名
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
又
は
公
示
を
行
っ
た
日

－１８－

第����号埼 玉 県 報平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

蓮
見
ビ
ル

所
沢
市
中
富
南
一
丁
目
三
番
二
、
三
番
三

ロ

変
更
の
概
要

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

（
変
更
前
）
午
後
九
時
（
年
間
六
十
日
午
後
八
時
）

（
変
更
後
）
午
後
十
一
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（
変
更
前
）
第
一
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
（
年
間
百
日
午
前
七
時
四
十
五
分
）

か
ら
午
後
九
時
十
五
分
（
年
間
六
十
日
午
後
八
時
十
五
分
）

（
変
更
後
）
第
一
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
（
年
間
百
日
午
前
七
時
四
十
五
分
）

か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分

ハ

変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
五
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
労
働
商
工
部
地
域
産
業
課

埼
玉
県
西
部
労
働
商
工
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
労
働
商
工
部
地
域
産
業
課

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

川
越
給
食
セ
ン
タ
ー

坂
戸
市
栄
町
三
三
二
番
地
三

ロ

変
更
の
概
要

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

（
変
更
前
）
午
後
八
時
（
年
間
百
二
十
日
午
後
九
時
）

（
変
更
後
）
午
後
十
一
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（
変
更
前
）
第
一
駐
車
場
、
第
二
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
（
年
間
百
日
午
前
七

時
四
十
五
分
）か
ら
午
後
八
時
十
五
分（
年
間
百
二
十
日
午
後
九
時
十
五
分
）

（
変
更
後
）
第
一
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
（
年
間
百
日
午
前
七
時
四
十
五
分
）

か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分

第
二
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
（
年
間
百
日
午
前
七
時
四
十
五
分
）

か
ら
午
後
九
時
十
五
分

平
成
１６
年
３
月
５
日

－１９－

第����号埼 玉 県 報平成��年�月��日（金曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ハ

変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
五
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
労
働
商
工
部
地
域
産
業
課

埼
玉
県
西
部
労
働
商
工
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
労
働
商
工
部
地
域
産
業
課

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

高
麗
川
ビ
ル

日
高
市
野
々
宮
三
十
六
番
地
三

ロ

変
更
の
概
要

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

（
変
更
前
）
午
後
九
時

（
変
更
後
）
午
後
十
一
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（
変
更
前
）
第
一
駐
車
場
、
第
三
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
（
年
間
百
日
午
前
七

時
四
十
五
分
）
か
ら
午
後
九
時
十
五
分

（
変
更
後
）
第
一
駐
車
場
、
第
三
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
（
年
間
百
日
午
前
七

時
四
十
五
分
）
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分

ハ

変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
五
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
労
働
商
工
部
地
域
産
業
課

埼
玉
県
西
部
労
働
商
工
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
労
働
商
工
部
地
域
産
業
課

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－２０－

第����号埼 玉 県 報平成��年�月��日（金曜日）
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届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

東
武
ス
ト
ア
谷
塚
店

草
加
市
谷
塚
町
字
西
地
総
田
耕
地
九
一
八
番
一

外

ロ

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者

株
式
会
社
東
武
ス
ト
ア

代
表
取
締
役

福
田

秀
穂

東
京
都
板
橋
区
上
板
橋
三
丁
目
一
番
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

株
式
会
社
東
武
ス
ト
ア

代
表
取
締
役

福
田

秀
穂

外
未
定

東
京
都
板
橋
区
上
板
橋
三
丁
目
一
番
一
号

ハ

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

ニ

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
九
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

ホ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

一
四
一
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

一
三
八
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

位
置

図
面
省
略

面
積

二
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

位
置

図
面
省
略

容
量

二
七
立
方
メ
ー
ト
ル

ヘ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

二
四
時
間

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

駐
車
場
一

二
四
時
間

駐
車
場
二

二
四
時
間

駐
車
場
三

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

出
入
口
の
数

三
カ
所

位
置

図
面
省
略

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時

ト

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
労
働
商
工
部
地
域
産
業
課

埼
玉
県
東
部
労
働
商
工
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
労
働
商
工
部
地
域
産
業
課

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

意
見
の
概
要

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

寿
産
業
ビ
ル

八
潮
市
中
央
二
丁
目
十
三
番
地
七

ロ

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要

－２１－

第����号埼 玉 県 報平成��年�月��日（金曜日）
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�

環
境
諸
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。

�

周
辺
住
民
の
生
活
環
境
保
全
の
た
め
、
来
客
の
自
動
車
走
行
音
の
低
減
等
、
適
切
な
配

慮
を
行
う
こ
と
。

�

指
針
に
基
づ
く
配
慮
事
項
に
掲
げ
る
対
応
策
等
を
実
行
す
る
こ
と
。

�

閉
店
時
間
が
遅
く
な
る
た
め
、
青
少
年
の
「
た
ま
り
場
」
に
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る

た
め
、
対
策
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

ハ

同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し

二

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
労
働
商
工
部
地
域
産
業
課

埼
玉
県
東
部
労
働
商
工
セ
ン
タ
ー

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約

の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
二
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約

の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

施

設

の

名

称

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の

駐
車
場
（
指
定
駐
車
場
以
外
の
駐
車

場
に
限
る
。）

川
口
市
上
青
木
三
丁
目
十
二
番
六
十
三
号

株
式
会
社
ス
キ
ッ
プ
シ
テ
ィ

代
表
取
締
役
社
長

秋
元

勝
弘

平
成
十
六

年
四
月
一

日
か
ら
平

成
十
七
年

三
月
三
十

一
日
ま
で

施

設

等

の

名

称

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
及
び
同

施
設
の
附
属
設
備

川
口
市
上
青
木
三
丁
目
十
二
番
六
十
三
号

株
式
会
社
ス
キ
ッ
プ
シ
テ
ィ

代
表
取
締
役
社
長

秋
元

勝
弘

平
成
十
六

年
四
月
一

日
か
ら
平

成
十
七
年

三
月
三
十

一
日
ま
で

平
成
１６
年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ス
キ
ッ
プ
シ
テ
ィ
埼
玉
県
川

口
市
上
青
木
３
丁
目
１２
番
６３
号

５
契
約
金
額

２４４
，１２５
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務

の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
１０
条

第
１
項
第
１
号
に
該
当

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

さ
い
た
ま
新
産
業
拠
点
（
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
シ
テ

ィ
）
Ａ
１
街
区
維
持
管
理
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
管
理
運

営
担
当
埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
３
丁
目
１２

番
１８
号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

－２２－
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１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
映
像
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
・
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
映
像
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
担
当
埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
３
丁

目
１２
番
６３
号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ッ
プ
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
３
丁
目
１２
番

６３
号

５
契
約
金
額

１６１
，３６７
，２５５
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務

の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
１０
条

第
１
項
第
１
号
に
該
当

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

さ
い
た
ま
新
産
業
拠
点
（
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
シ
テ

ィ
）
彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
の
運
営
に

関
す
る
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
総
務
・
運
営

担
当
埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
３
丁
目
１２
番

６３
号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ス
キ
ッ
プ
シ
テ
ィ
埼
玉
県
川

口
市
上
青
木
３
丁
目
１２
番
６３
号

５
契
約
金
額

６０３
，０１５
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務

の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
１０
条

第
１
項
第
１
号
に
該
当

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

さ
い
た
ま
新
産
業
拠
点
（
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
シ
テ

ィ
）
Ａ
２
街
区
共
用
部
維
持
管
理
業
務
一

式
２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
設
備
担
当

埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
３
丁
目
１２
番
６３
号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ス
キ
ッ
プ
シ
テ
ィ
埼
玉
県
川

口
市
上
青
木
３
丁
目
１２
番
６３
号

５
契
約
金
額

７４
，３４０
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務

の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
１０
条

第
１
項
第
１
号
に
該
当

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

さ
い
た
ま
新
産
業
拠
点
（
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
シ
テ

ィ
）
Ａ
２
街
区
専
有
部
維
持
管
理
業
務
一

式
２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

彩
の
国
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ
設
備
担
当

埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
３
丁
目
１２
番
６３
号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ス
キ
ッ
プ
シ
テ
ィ
埼
玉
県
川

口
市
上
青
木
３
丁
目
１２
番
６３
号

５
契
約
金
額

７６
，０２０
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務

の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
１０
条

第
１
項
第
１
号
に
該
当

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
三
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約

の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
四
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約

の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
五
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約

の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
六
号

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
六
十
四
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
次
の
と
お

り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

試
験
を
実
施
す
る
免
許
職
種
及
び
科
目

イ

免
許
職
種

全
職
種

ロ

試
験
科
目

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
（
職
業
訓

－２３－
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�
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�
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練
原
理
、
教
科
指
導
法
、
訓
練
生
の
心
理
、

生
活
指
導
及
び
職
業
訓
練
関
係
法
規
）

二

受
験
資
格

イ

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
者
は
、
次
の
者
と
す
る
。

�

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
四
条

第
一
項
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

�

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四

号
）
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
又
は
同
条
第

三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

の
う
ち
、
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科

試
験
の
う
ち
関
連
学
科
を
免
除
さ
れ
た

者

ロ

イ
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

こ

�

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

�

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を

受
け
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を

経
過
し
な
い
者

三

試
験
期
日

平
成
十
六
年
八
月
七
日
（
土
）

四

試
験
会
場

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一

号
埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー

五

受
験
申
請
の
手
続

イ

提
出
書
類

�

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書

（
受
験
票
に
五
十
円
分
の
郵
便
切
手
を

は
り
付
け
る
こ
と
。）

�

履
歴
書

�

受
験
資
格
を
証
明
す
る
書
類

�

写
真
（
申
請
日
前
六
月
以
内
に
正
面

上
半
身
を
無
帽
で
撮
影
し
た
縦
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
大
き
さ
の
も
の
。
裏
面
に
氏
名
及
び

受
験
職
種
を
記
入
す
る
こ
と
。）
二
枚

�

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
第

四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
の
免

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、

免
除
資
格
の
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
�

長
形
三
号
（
長
さ
二
十
三
・
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
の
封
筒
（
受
験
者
の
氏
名
、
住
所

及
び
郵
便
番
号
を
記
載
し
、
八
十
円
分

の
郵
便
切
手
を
は
り
付
け
る
こ
と
。）

一
通

ロ

提
出
方
法
等

提
出
方
法

受
付
場
所
及
び
提
出
日
時

等

持

参

埼
玉
県
自
治
会
館
三
〇
九

会
議
室

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四

日
（
木
）
及
び
六
月
二
十

五
日
（
金
）

午
前
十
時

か
ら
十
二
時
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
四
時
ま
で

郵

送

郵
便
番
号
三
三
〇
―
九
三

〇
一

さ
い
た
ま
市
浦
和

区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一

号

埼
玉
県
労
働
商
工
部

職
業
能
力
開
発
課
技
能
振

興
担
当

平
成
十
六
年
六
月
七
日

（
月
）
か
ら
六
月
二
十
五

日
（
金
）
ま
で
の
消
印
の

あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

な
お
、
郵
送
方
法
は
必
ず

簡
易
書
留
と
す
る
こ
と
。

六

試
験
手
数
料
の
金
額
及
び
納
付
方
法

イ

試
験
手
数
料
の
金
額

三
千
百
円

た
だ
し
、
指
導
方
法
そ
の
も
の
が
免
除

と
な
る
者
は
試
験
手
数
料
は
不
要
で
す
。

ロ

納
付
方
法

三
千
百
円
分
の
埼
玉
県
収
入
証
紙
を
職

業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
に
は
り

付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。

七

合
格
発
表

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
（
火
）
か
ら

九
月
六
日
（
月
）
ま
で
埼
玉
県
庁
本
庁
舎
一

階
南
側
玄
関
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

受
験
者
に
通
知
す
る
。

八

そ
の
他

イ

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
及

び
履
歴
書
用
紙
は
、
埼
玉
県
労
働
商
工
部

職
業
能
力
開
発
課
、
各
県
立
高
等
技
術
専

門
校
、
埼
玉
県
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ

ー
、
各
労
働
商
工
セ
ン
タ
ー
及
び
埼
玉
県

職
業
能
力
開
発
協
会
に
お
い
て
配
布
す
る
。

な
お
、
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
返

信
用
封
筒
（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
の

大
き
さ
の
書
類
が
入
る
も
の
で
、
そ
の
表

に
送
り
先
を
明
記
し
、
百
四
十
円
分
の
郵

便
切
手
を
は
り
付
け
た
も
の
）
を
同
封
す

る
こ
と
。

ロ

試
験
に
関
し
不
明
の
点
は
、
左
記
に
問

い
合
わ
せ
る
こ
と
。

埼
玉
県
労
働
商
工
部
職
業
能
力
開
発
課

技
能
振
興
担
当

電
話

〇
四
八
（
八
三
〇
）
四
六
〇
二

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
滑
川
町
長
か
ら
次
の
土
地
改
良
事
業
の

工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業

滑
川
町
営
土
地
改
良
事
業
（
団
体
営
た
め

池
等
整
備
事
業
）

二

地
区

中
田
沼
地
区

三

工
事
完
了
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
九
日

－２４－
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

神
扇
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住

所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

就

任

職

名

氏

名

住

所

理

事

船

川

由

孝

幸
手
市
大
字
神
扇
一
五
七
〇

同

秋

葉

孝

之

同

同

同

一
五
五
九
の
二

同

澁

谷

秀

夫

同

同

同

一
五
九
七

同

後

上

精

一

同

同

同

一
五
〇
二

同

吉

田

栄

同

同

同

一
五
三
三

同

吉

田

京

一

同

同

同

一
六
〇
五

同

奥

貫

榮

市

同

平
須
賀
一
丁
目
二
一
七

同

後

上

泰

一

同

大
字
平
須
賀
一
八
二
一

監

事

小

沼

弘

易

同

平
須
賀
一
丁
目
六
二

同

金

沢

正

一

同

大
字
神
扇
一
五
四
七

同

坂

齋

武

男

同

同

同

一
五
〇
九

二

退

任

職

名

氏

名

住

所

理

事

増

田

宗

喜

幸
手
市
大
字
神
扇
一
五
九
〇

同

船

川

由

孝

同

同

同

一
五
七
〇

同

秋

葉

孝

之

同

同

同

一
五
五
九
の
二

同

後

上

精

一

同

同

同

一
五
〇
二

同

浅

古

章

臣

同

同

同

一
五
九
三

同

吉

田

栄

同

同

同

一
五
三
三

同

後

上

栄

一

同

同

平
須
賀
一
七
七
二

同

金

子

利

和

同

平
須
賀
二
丁
目
五
一
三

監

事

小

沼

弘

易

同

同

一
丁
目
六
二

同

金

沢

正

一

同

大
字
神
扇
一
五
四
七

同

坂

齋

武

男

同

同

同

一
五
〇
九

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

柴
山
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

職

名

氏

名

住

所

理

事

小

川

茂

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
下
大
崎
一
三
七
四

同

廿

野

善

男

同

同

同

同

一
四
三
五

同

山

岸

利

同

同

同

同

一
三
三
二

同

長

島

忠

夫

同

同

同

同

一
二
九
三

同

木

村

克

己

同

同

同

同

一
二
八
一
の
一

同

岡

安

昭

一

同

同

同

同

一
二
四
二

同

岡

安

重

夫

同

同

同

同

一
二
四
九
の
一

同

小

川

忠

義

同

同

同

同

一
四
九
六
の
四

同

荒

井

豊

治

同

同

同

荒
井
新
田
八
五
三

同

江

原

利

雄

同

同

同

同

八
二
七

同

飯

田

廣

同

同

同

同

八
二
八

同

江

原

正

志

同

同

同

同

七
九
五

同

江

原

博

同

同

同

同

五
八
四

同

江

原

武

夫

同

同

同

同

六
三
九

同

都

野

雄

一

同

同

同

柴
山

四
四
二

同

八
木
橋

啓

介

同

同

同

同

三
九
一
の
二

同

山

崎

善

雄

同

同

同

同

七
〇
六

同

福

田

�

一

同

同

同

同

七
三
八

同

山

崎

喜

作

同

同

同

同

九
三
六
の
一

同

田

端

茂

雄

同

同

同

同

一
三
一
八

同

安

野

博

藤

同

同

同

同

一
〇
一
一

－２５－
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日
解
散
認
可
し
た
南
埼

玉
郡
白
岡
町
の
柴
山
土
地
改
良
区
か
ら
清
算
人
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

清
算
人
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

小

川

茂

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
下
大
崎
一
三
七
四

廿

野

善

男

同

同

同

同

一
四
三
五

山

岸

利

同

同

同

同

一
三
三
二

長

島

忠

夫

同

同

同

同

一
二
九
三

木

村

克

己

同

同

同

同

一
二
八
一
の
一

岡

安

昭

一

同

同

同

同

一
二
四
二

岡

安

重

夫

同

同

同

同

一
二
四
九
の
一

小

川

忠

義

同

同

同

同

一
四
九
六
の
四

荒

井

豊

治

同

同

同

荒
井
新
田
八
五
三

江

原

利

雄

同

同

同

同

八
二
七

飯

田

廣

同

同

同

同

八
二
八

江

原

正

志

同

同

同

同

七
九
五

江

原

博

同

同

同

同

五
八
四

江

原

武

夫

同

同

同

同

六
三
九

都

野

雄

一

同

同

同

柴
山
四
四
二

八
木
橋

啓

介

同

同

同

同

三
九
一
の
二

山

崎

善

雄

同

同

同

同

七
〇
六

福

田

�

一

同

同

同

同

七
三
八

山

崎

喜

作

同

同

同

同

九
三
六
の
一

田

端

茂

雄

同

同

同

同

一
三
一
八

安

野

博

藤

同

同

同

同

一
〇
一
一

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十

九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

深
谷
市
大
字
折
之
口
字
稜
威
ヶ
原
一
七
七

七
の
一
・
一
七
七
八
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

耕
地
の
防
風

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
埼
玉

県
庁
及
び
深
谷
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。）

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六

年
五
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

名

称

三
田
ヶ
谷
土
地
改
良
区

二

事
務
所
の
所
在
地

羽
生
市

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
児

玉
郡
神
川
町
神
川
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
の
土

地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
の
変
更

認
可
申
請
を
平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日
適
当

と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
決
定
に
係
る
土

地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら

平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

神
川
町
役
場

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理

事
業
）
計
画
の
変
更
を
平
成
十
六
年
五
月
二
十

一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

名
称

奈
良
堰
用
水
路
土
地
改
良
区

－２６－
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

川
口
上
尾
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

二

事
務
所
の
所
在
地

熊
谷
市

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
及
び
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区

の
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
及

び
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

そ
れ
ぞ
れ
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

名
称

玉
井
堰
用
水
路
土
地
改
良
区

二

事
務
所
の
所
在
地

熊
谷
市

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

川
口
市
幸
町
三
丁
目
七
番
二
号
地
先
か
ら
同
市
並
木
元
町
五
番
地
先
ま

で

一
四
・
五
一
〜

二
○
・
九
七

一
五
六
・
七
五

都
市
基
盤
整
備
公
団
法
第
三
一
条
に
係
る
工
事

新

一
四
・
九
一
〜

二
五
・
一
八

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

中
瀬
普
済
寺
線

深
谷
市
大
字
矢
島
字
森
脇
一
〇
五
六
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
矢
島
字

森
脇
一
〇
四
四
番
一
地
先
ま
で

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

延
長

一
六
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

－２７－

第����号埼 玉 県 報平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

東
京
所
沢
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
号

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
首
都
高
速
道
路
公
団
が
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

高
速
足
立
三
郷
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

所
沢
市
大
字
山
口
字
村
中
四
一
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
口
字
梨

ノ
木
戸
七
八
八
番
三
四
地
先
ま
で

二
五
・
○
○
〜

七
一
・
○
○

九
一
〇
・
○
○

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十

二
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
変
更
で
あ
る
。

新
路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

東

京

所

沢

線

所
沢
市
大
字
山
口
字
村
中
四
一
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
口
字
梨

ノ
木
戸
七
八
八
番
三
四
地
先
ま
で

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。）

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

午
後
三
時

延
長

九
一
〇
・
○
○
メ
ー
ト
ル

－２８－

第����号埼 玉 県 報平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
二
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

三
芳
町
北
松
原
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

有

原

悦

男

入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
三
九
九
二
番
地
四

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園

第
九
・
六
・
三
号

水
元
公
園

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

三
郷
市
大
字
高
須
字
堤
外
地
内

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
県
土
整
備
部
公
園
課
、
越
谷
県
土

整
備
事
務
所
、
三
郷
市
役
所
、
東
京
都
庁
及

び
葛
飾
区
役
所

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十

六
年
六
月
十
一
日
ま
で

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（

メ

ー

ト

ル

）

延

長

（

メ

ー

ト

ル

）

旧

三
郷
市
上
口
二
丁
目
九
六
番
二
地
先
か
ら
同
市
彦
野
二
丁
目
一
七
番
一
地
先
ま
で

六
・
九
〇
〜
一
七
・
一
〇

三
七
二
・
八
四

新

三
郷
市
上
口
二
丁
目
九
六
番
二
地
先
か
ら
同
市
彦
倉
二
丁
目
五
五
番
一
地
先
ま
で

一
三
・
一
〇
〜
二
七
・
八
〇

一
〇
八
・
一
〇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

高
速
足
立
三
郷
線

三
郷
市
上
口
二
丁
目
九
六
番
二
地
先
か
ら
同
市
彦
倉
二
丁
目
五
五
番
一

地
先
ま
で

平
成
十
六
年
五
月
三
十
日

午
前
四
時

延
長

一
〇
八
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

－２９－

第����号埼 玉 県 報平成��年�月��日（金曜日）
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１
借
入
件
名
及
び
数
量

財
務
会
計
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
中
央

機
及
び
汎
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
出
納
局
会
計
管
理
課
財
務
オ
ン
ラ

イ
ン
運
用
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和

区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社
東
京
都
千

代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
番
１
号

５
契
約
金
額

３９
，２５７
，８２０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務

の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
１０
条

第
１
項
第
２
号
に
該
当

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
立
学
校
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
保
守
業
務
委
託
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
教
育
局
管
理
部
総
務
課
IT
推
進

担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３

丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
３
月
２９
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
東
京
都
新

宿
区
西
新
宿
３
丁
目
１９
番
２
号

５
落
札
金
額

１１９
，９９９
，９８５
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
又
は
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
１６
年
２
月
６
日

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
四
号

越
谷
市
長
か
ら
越
谷
都
市
計
画
下
水
道
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書

の
写
し
を
埼
玉
県
県
土
整
備
部
下
水
道
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
五
号

春
日
部
市
長
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
下
水
道

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
県
土
整
備
部
下
水
道

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
五
月
十
日

指
令
東
整
第
一
五
〇
一
八
六
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
五
月
二
十
日
第
四
十
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
保
田
字
町
田
一
六

三
三
―
一
、
一
六
三
三
―
二
、
一
六
三
三
―

三
、
一
六
三
三
―
五
、
一
六
三
三
―
六
、
一

六
三
三
―
八
、
一
六
三
三
―
一
〇

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
保
田
一
五
六
六

勝
田

肇

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
三
月
十
七
日

指
令
飯
整
第
一
五
〇
二
八
八
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
五
月
二
十
日
第
四
十
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

飯
能
市
大
字
中
山
字
荻
原
二
六
三
番
一
、

二
六
九
番
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

飯
能
市
大
字
飯
能
三
九
九
番
地
一

有
限
会
社

覧
山
商
事

代
表
取
締
役

高
野

芳
三

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
八
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約

の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
九
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
七
十
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
指
名
競
争
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入
札
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号

平
成
十
五
年
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号
（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路

の
位
置
の
指
定
に
つ
い
て
）
に
係
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十

二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長

堀

口

信

孝

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十

二
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

山

菅

利

厚

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
四
月
十
九
日

指
令
飯
整
第
一
六
〇
〇
一
五
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

飯
整
第
一
六
〇
〇
一
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
下
川
原
字
田
向
四

六
一
番
八
六
、
四
六
一
番
八
七
、
四
六
一
番

八
八
、
四
六
一
番
一
八
一
、
四
六
一
番
一
八

七
、
四
六
一
番
一
八
八
、
四
六
一
番
一
九
三
、

四
七
二
番
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
岩
井
一
五
一
〇
番

地
一

株
式
会
社
ヤ
マ
ニ

代
表
取
締
役

佐
野

雄
康

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十

三
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

山

菅

利

厚

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日

指
令
飯
整
第
一
五
〇
二
一
三
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

飯
整
第
一
六
〇
〇
一
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

飯
能
市
大
字
下
直
竹
字
中
橋
場
一
一
二
三

番
八
、
一
一
二
三
番
九
、
東
橋
場
一
一
二
九

番
一
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

変

更

番

号

変

更

年

月

日

変

更

し

た

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置

道

路

の

幅

員

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）
道

路

の

延

長

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）
申
請
者
の
住
所
及
び

氏

名

又

は

名

称

第

一

号

（
変
）
―
一

平
成
十
六
年
五
月

二
十
一
日

変
更
前

北
足
立
郡
吹
上
町
本
町
二
丁
目
二
四
六
九
番
二
〇
、

二
四
六
九
番
二
三

四
・
〇
〇

二
三
・
九
八

川
越
市
清
水
町
一
七
番
地
一

一沢
建
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

沢
田
和
也

変
更
後

北
足
立
郡
吹
上
町
本
町
二
丁
目
二
四
六
九
番
二
〇
、

二
四
六
九
番
二
二
、
二
四
六
九
番
二
三
、
二
四
六
九

番
二
五
、
二
四
六
九
番
二
六

四
・
〇
〇
〜
四
・
二
〇

三
四
・
九
九

委
託
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
警
察
本
部
総
務
部
施
設
課
管
財
係

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目

１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１６
年
３
月
３１
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
美
装
株
式
会
社
埼
玉
県
さ
い
た
ま

市
浦
和
区
常
盤
９
丁
目
１４
番
６
号

５
落
札
金
額

３９
，９００
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

指
名
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
又
は
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
１６
年
２
月
２０
日

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
環
境
衛
生
管
理
業
務

－３１－
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飯
能
市
大
字
阿
須
一
四
一
番
地
二

有
限
会
社

共
立
精
工

代
表
取
締
役

山
岸

昇

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十

二
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

伊

藤

正

博

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
四
月
二
十
一
日

指
令
熊
整
第
十
六
―
〇
〇
〇
一
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

指
令
熊
整
第
十
六
―
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
里
郡
岡
部
町
大
字
普
済
寺
字
西
丸
七
百

四
十
一
番
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

深
谷
市
上
柴
町
西
７
丁
目
十
四
番
十

吉

橋
ハ
イ
ツ
Ｂ
―
４

丸
山

雄
三

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十

三
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

伊

藤

正

博

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
四
月
二
十
一
日

指
令
熊
整
第
十
五
―
〇
一
八
一
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

指
令
熊
整
第
十
六
―
六
〇
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
里
郡
江
南
町
大
字
成
沢
字
静
簡
院
前
千

百
五
十
七
番
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
里
郡
江
南
町
大
字
成
沢
千
九
十
八
番
地

田
島

幸
子

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十

四
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

伊

藤

正

博

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
四
月
二
十
一
日

指
令
熊
整
第
十
五
―
〇
一
八
二
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

指
令
熊
整
第
十
六
―
七
〇
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
里
郡
江
南
町
大
字
押
切
字
中
山
二
千
五

百
五
十
八
番
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
里
郡
江
南
町
大
字
押
切
二
千
六
百
五
十

三
番
地
二
十
五

芦
澤

一
久

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十

五
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

伊

藤

正

博

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
四
月
二
十
一
日

指
令
熊
整
第
十
五
―
〇
一
八
三
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

指
令
熊
整
第
十
六
―
八
〇
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
里
郡
江
南
町
大
字
押
切
字
中
山
二
千
五

百
五
十
八
番
六

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
嵐
山
町
む
さ
し
台
三
丁
目
六
番
一

号
久
保
田

芳
夫

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

四
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

都

木

信

也

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
三
月
十
九
日

第
一
五
―
〇
三
九
五
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
五
月
十
三
日

第
十
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

幸
手
市
大
字
下
川
崎
字
長
蔵
二
八
四
―
二
、

二
九
八
―
二
、
二
九
九
―
一
、
三
〇
〇
―
一
、

三
〇
二
―
一
、
三
〇
三
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

北
葛
飾
郡
鷲
宮
町
西
大
輪
一
五
九

八
―
一

氏
名

有
限
会
社

美
登
ハ
ウ
ジ
ン
グ

代
表
取
締
役

山
中

美
登
留

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

五
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
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号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

都

木

信

也

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

第
一
五
―
〇
二
八
九
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

第
十
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
葛
飾
郡
庄
和
町
大
字
米
島
字
原
九
九
五

―
一
、
九
九
五
―
二
、
九
九
五
―
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

東
京
都
墨
田
区
太
平
一
丁
目
七
番

一
号

氏
名

佐
藤
鉄
工

株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

邦
夫

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
九
号

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
料
金
の
収
納
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

者
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

武

弘

道

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十

七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護

を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長

池

田

勝

彦

一

指
示
内
容

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を

防
止
す
る
た
め
、
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と

連
接
一
体
を
成
す
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ
ヘ

ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
が
発
生
し
た
場
合
は
、

当
該
水
域
に
お
い
て
は
、
内
水
面
漁
場
管
理

委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
及
び
県
が
疾
病
検

査
を
行
う
場
合
を
除
き
、
コ
イ
を
持
ち
出
し

並
び
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
知
事
は
、
当
該
水
域
の
範
囲

を
定
め
、
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

二

期
間

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
七

年
五
月
十
八
日
ま
で

施
設
の
名
称

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

埼
玉
県
立
循
環

器
・
呼
吸
器
病

セ
ン
タ
ー

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
九
番
地

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学
館

代
表
取
締
役

寺
田

明
彦

平
成
十
六
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
十
七

年
三
月
三
十

一
日
ま
で

埼
玉
県
立
が
ん

セ
ン
タ
ー

埼
玉
県
立
小
児

医
療
セ
ン
タ
ー

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.jp/A
01/

B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

埼
玉
県
立
精
神

医
療
セ
ン
タ
ー
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